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6名（理事長 中名生 隆、理事3名、監事（非常勤）2名）■ 役 員

114名（平成19年4月1日現在）■ 職 員

91億6,600万円 ※全額政府出資■ 資本金

・ 昭和37年 特殊法人国民生活研究所 発足

・ 昭和45年 特殊法人国民生活センター 発足（国民生活研究所を改組）

（※ 昭和43年 「消費者保護基本法」公布・施行）

・ 平成15年 独立行政法人国民生活センター 設立

■ 沿 革

35億4,700万円 （平成19年度）■ 予 算

・ 独立行政法人通則法（平成11年法律第103条）

・ 独立行政法人国民生活センター法（平成14年法律第123号）
■ 根拠法

国民生活の安定と向上に寄与するため、総合的見地から、国民生活に関する情報の提供及び
調査研究を行うこと （※独立行政法人国民生活センター法第3条）

■ 目 的

独立行政法人 国民生活センター■ 名 称

１．独立行政法人国民生活センターの概要



国民生活審議会
（基本的事項の調査・審議）

【消費者基本法】第29条
【内閣府設置法】第38条

内閣府
（国民生活局）

（企画・立案及び推進）

各省庁
（個別施策の企画・立案及び

推進）

国民生活センター※
情報提供、教育研修、
商品テスト、苦情処理

消費生活センター
〔苦情処理、商品テスト等〕

（全国５３１ヶ所）

消費者
（消費者団体）

事業者
（事業者団体）

都道府県・政令指定都市
(主に専門的･広域的な

苦情処理等のあっせん)

市町村
（苦情処理等の
あっせん）

消
費
者
へ
の
支
援
・
意
見
の
反
映

連携

意見

連携・協力 事
業
者
活
動
の
適
正
化

消費者政策会議
〔会長：内閣総理大臣〕
消費者基本計画の案の

策定及び検証・評価・監視
【消費者基本法】第27条、28条

２ー１．我が国の消費者政策の仕組みについて

（国民生活センターの役割） 

第二十五条 独立行政法人国民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収

集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、消費者からの苦情等に関する商品についての試

験、検査等及び役務についての調査研究等、消費者に対する啓発及び教育等における中核的な機関として積極的な役割を果たすものとする。 

※※（参考）消費者基本法（昭和（参考）消費者基本法（昭和4343年法律第年法律第7878号）（号）（※※ 平成平成1616年法律第年法律第7070号により抜本改正）（抄）号により抜本改正）（抄）



２－２．独立行政法人国民生活センターの主な業務について

独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー

消費生活相談情報等の収集・分析

① 消費生活相談事例等のコンピューターへの蓄積、検索及び情報提供
（消費生活センターとの間をオンラインで結ぶ「全国消費生活情報ネットワーク・システム（PIO-
NET)の運用） 1,108,636件（平成18年度。平成19年10月末までの登録分）

② 危害情報の収集（全国20の協力病院等） 8,581件（平成18年度）

相談業務

消費生活相談の受付件数 8,446件（経由相談を含む。平成18年度）

普及啓発・出版

国民生活センターの情報、消費生活に役立つ実用的な情報を、月刊誌「たしかな目」「国民生活」、
小冊子、リーフレット、テレビ番組、ホームページ等を通じて提供

商品テスト

人の生命・身体等に重大な影響を及ぼすような商品について、消費者被害の救済や拡大防止、再
発防止のためにテストを実施し、結果を公表

教育研修

自治体の消費者行政担当職員や消費生活相談員、全国の消費者活動リーダー、企業の消費者
窓口担当者等を対象とした研修の実施

調査研究

「国民生活動向調査」等の生活面の調査の実施・発行

「消費生活専門相談員」資格認定事業の実施



３． 増加・多様化する消費者トラブル等の現況

（１）消費生活相談件数の推移
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（２）消費者トラブルの多様化・複雑化

（３）重大な製品事故の発生

ハロゲンヒーター（ガラス管が破裂し火傷等）平成15年～平成18年

浴槽用浮き輪（乳幼児が溺死）平成19年

平成７年～平成19年

平成18年7月

昭和58年～平成18年

昭和60年～平成17年

平成17年12月

時期

こんにゃく入りゼリー（幼児・高齢者の窒息死亡事故）

全自動洗濯機の脱水槽（巻き込まれて手指を切断）

家庭用シュレッダー（幼児が手指を切断）

主な製品事故の例

ガス瞬間湯沸かし器（一酸化炭素中毒により死亡）

石油温風器（一酸化炭素中毒により死亡）

主な類型別消費者トラブルの状況
（2001年度と2006年度の比較）

（2001年度） （2006年度）

（商品・役務別）

金融・保険サービス 68,743件 → 172,279件
オンライン情報サービス 5,233件 → 74,196件

（※ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された苦情相談件数。国民生活センター編「消費生活年報2007」等より内閣府作成 ）

新たな金融・保険商品の出現や電子化の進展等により、消費者トラブルは多様化・複雑化している



PIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)とは…
・国民生活センターと全国の消費生活センターをネットワークで結び、消費者から消費生活センターに寄せられ
る消費生活に関する苦情相談情報の収集を行っているシステム

４ー１．PIO-NETによる消費生活相談情報の収集及び提供

消 費 者

（国民生活センター）ＰＩＯ－ＮＥＴ

消費生活センター

関 係 団 体 ・ 記者発表
・ ホームページ、出版物・テレビ

回答

情報提供依頼

検索相談情報の
データ入力

相談
報道

情
報
提
供

情
報
提
供

対応（助言・あっせん等）

各種媒体を通じて一般
国民へ情報提供

中央省庁

国 会

法令に基づく照会
裁判所・警察

弁護士会

マスコミ
調 査 ・ 分 析情報提供・要望

公表

・ 情報収集ルートの拡充
・ 受付からPIO-NETへの入力までの期間短縮

・ 国の行政機関への情報提供の拡大
・ 分析能力の強化

課題と対応

・ PIO-NET情報入力早期化への取組

・ 国の行政機関にPIO-NET端末を設置し、

情報の閲覧を可能に
→ 法執行等との連携を強化

対応例

収集面

提供面



（参考）PIO-NET情報の資料請求件数の推移

提供した情報は、

・ 消費者政策の企画・立案
・ 法執行
・ 捜査
・ 裁判・調停
・ 報道

等に幅広く活用されている

PIO-NET情報の資料請求件数の推移
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※ 法令照会とは、警察、弁護士会、裁判所から法令に基づいて行われた照会を指す



（ＰＩＯ－ＮＥＴ）

商品・設備・サービスによる
怪我等に関する情報

調 査 ・ 分 析
（必要に応じて商品テストを実施）

病院危害情報データベース

商品・設備・サービスによる
怪我等に関する情報

情 報 提 供

（補完機能）

※ ＰＩＯ－ＮＥＴ情報を補完するため、全国２０
箇所の協力病院から、商品・設備・サービスに
よる怪我等で受診した新患患者のカルテ情報
等を、本人の同意を得て収集している。

収集された情報は、危害情報システムの「調
査・分析」の中で、適宜活用している。

ＰＩＯ－ＮＥＴで収集した苦情相談情
報の中から、特に商品・設備・サー
ビスによる怪我等に関する情報につ
いて、調査・分析を行い（必要に応じ
て商品テストを実施）、その結果を消
費者や関係団体に情報提供するシ
ステム。

※危害情報システムの活用

① 死亡・重篤事故情報の関係省庁への迅速な情報提供

● 関係機関からの要請を待たず、国民生活センターが入手した死亡・重篤事故情報は、内閣府を通じて関係省庁
に迅速かつ積極的に提供。

（参考）関係省庁への提供件数(平成18年度)

＜死亡＞210件 ＜重篤＞４４２件 （注）＜重篤＞ とは、危害程度が「治療１ヶ月以上」のもの。

② 国民生活センター内部に危害情報室の設置

● 死亡・重篤事故情報の関係省庁との共有、緊急的な情報提供等の業務を実施

さらに、製品事故等の重大事故への対応強化のため、以下の取組を実施

（8,486件）

（8,581件）

（※右図中の数字はいずれも平成18年度の件数）

４ー２．危害・危険情報の収集及び提供


